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大合議事件についての意見募集のお知らせ 

 

 知的財産高等裁判所特別部（大合議部）に係属中の下記事件について，下記の要

領で，一般から，情報又は意見が記載された書面を募り，裁判所に対し，書証とし

て提出することとなりましたので，お知らせします。 

 

記 

 

対象事件 

 平成２５年（ネ）第１００４３号事件（原審・東京地方裁判所平成２３年（ワ）

第３８９６９号） 

（事件の詳細については，裁判所ウェブサイトに掲載されている原審判決を参照し

て下さい。また，裁判所ウェブサイトに掲載されている，関連事件（東京地方裁判

所平成２３年（ヨ）第２２０２７号，第２２０９８号）の決定も参照して下さい。） 

 

一般からの情報又は意見の提供を求める事項 

 標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆる（Ｆ）

ＲＡＮＤ宣言（(Fair,) Reasonable and Non-Discriminatory な条件で実施許諾を

行うとの宣言）がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行

使に何らかの制限があるか。 

 

書面の提出先・方法等 

 下記の控訴人訴訟代理人又は被控訴人訴訟代理人のいずれか一方に，原本及び写

し２部の合計３部を郵送で提出して下さい。和文によらない場合は和文への翻訳を

３部添付して下さい（提出された書面は返還されません。）。 

 書面の提出を受けた訴訟代理人は，写しのうち１部を相手方に送付し，他の１部
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を裁判所に書証として提出します。なお，裁判所に書証として提出した書面は，原

則として閲覧・謄写の対象となります（民事訴訟法９１条）ので御留意下さい。 

 

 控訴人訴訟代理人 

  〒１００－０００５ 

  東京都千代田区丸の内１－６－５丸の内北口ビル２１階（丸の内オアゾ内） 

  大野総合法律事務所 ＦＲＡＮＤ事件係 

 被控訴人訴訟代理人 

  〒１００－６５２９ 

  東京都千代田区丸の内１－５－１新丸の内ビルディング２９階 

  伊藤見富法律事務所 知財高裁平成２５年（ネ）第１００４３号事件担当係 

 

書面の書式等 

 書面はＡ４版の用紙に記載し，提出者の団体名・氏名等を明示して下さい。 

 

提出資格 

 どなたでも提出できます。団体・個人等の別や資格の有無等は問いません。 

 

提出期間 

 平成２６年１月２３日から同年３月２４日まで 

 （提出期限を過ぎて提出された書面については裁判所へは提出されません。） 

 

問い合わせ先 

 上記提出先 又は 

 知的財産高等裁判所 特別部 

  電話 ０３－３５８１－１７２４ 


